
 

 

一 口 税 務        メ モ 

 
                                週間税務通信平成 26 年 7 月 7 日より 

  

      

    
   平成２６年改正では、耐震基準に適合しない中古住宅（要耐震改修住宅等）を取得し、取得後

に耐震改修工事を行う場合にも、いわゆる住宅ローン控除や住宅取得等資金に係る贈与税の非課税

処置等が適用可能となっています。当該「要耐震改修住宅等」の取得日までに耐震改修に係る申請

等を行い、一定の期限までに耐震基準に適合することを証明することなどが要件。 

     

           適用は平成２６年４月１日以後の取得等から。 

    まず、同税制の適用対象となる「要耐震改修住宅」について確認すると、同住宅は、建築後 

使用されたことのある家屋（耐震基準又は経過年数基準に適合しないもの）で政令で定めるもの 

と定義されています（措法 41①㉔）この点、政令では面積基準等が定められており、具体的に

は、個人がその居住の用に供する家屋（床面積の 2 分の 1 以上が専らその居住の用に供されてい

るものに限る）で、床面積 50 ㎡以上であることが求められます（措令 26㉙）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要耐震改修住宅の取得日までに耐震改修に係る一定の「申請」を行い、居住の用に供する

日までに耐震基準に適合したことを「証明」すること。実務的には、まず、売買契約締結後、

家屋の引き渡しを受ける前に一定の申請を行い、家屋の引き渡し後に工事を開始、入居前に工

事を完了して一定の証明を得ることになるでしょう（上図参照）。なお、申請と証明は連動し

ており、申請の方法により証明も異なります。また、入居（証明）は、家屋の引き渡しから 6

ヶ月以内に行う必要があるため留意が必要です。 

 

税制改正により、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、所要の手

続きを行い、確定申告等の際に必要書類を提出することにより、以下の特別処置の適用が可能と

なりました。 

① 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除（住宅ローン） 

【控除額の計算】 

住宅借入金等の年末残高の合計額×控除率=住宅借入金等特別控除額（100 円未満端数切捨て） 

【住宅借入金等特別控除の控除額の特例】控除額の計算は①と同じ 

② 既存住宅を耐震改修した場合の税額控除 

既存住宅を耐震改修した場合の税額控除とは、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された住宅に

ついて、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、または模様替えなどの耐

震改修を平成 29 年 12 月 31 日までに行った場合、平成 26 年 3 月までは耐震改修に要した

実費費用か、国が定める耐震改修の標準的な費用の額のどちらか低い金額の 10%を、平成 26

年 4 月以降は国が定める耐震改修の標準的な費用の額の 10%を、工事完了の年 1 年限りで所

得税から控除する制度です。平成 26 年 4 月以降、改修工事に含まれる消費税等の税率が 8%

または 10%の場合については、控除限度額が次のようになります。 

    工事完了年 耐震改修工事限度額  控除率   控除限度額 

平成 26 年 4 月 1 日から 

29 年 12 月 31 日まで 

   

③ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 

非課税の対象となる住宅の床面積⇒50 ㎡以上 240 ㎡以下の住宅が対象 

適用期限⇒Ｈ24.1/1～Ｈ26.12/31 までの贈与が対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特別処置 

直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課

税（平成２６年度は最高 1,000 万円）となる制度です。 
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